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６．やり直し工事（建設業法第１９条第２項、第１９条の３） 

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 

 発注者が、受注者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、やり直し工事を

行わせ、必要な変更契約を締結せずにその費用を一方的に受注者に負担させた場合 

 

 上記のケースは、建設業法第１９条第２項、第１９条の３に違反するおそれがあ

る。 

 

（１）やり直し工事を受注者に依頼する場合は、発注者と受注者が帰責事由や費用

負担について十分協議することが必要 

 

 発注者と受注者は、工事の施工に関し十分な協議を行い、工事のやり直し（手

戻り）が発生しないよう努めることはもちろんであるが、発注者の指示や要求

により、やむを得ず、工事の施工途中又は施工後において、やり直し工事が発

生する場合がある。やり直し工事が発生した場合には、発注者が受注者に対し

て一方的に費用を負担させることなく、発注者と受注者とが帰責事由や費用負

担について十分協議することが必要である。 

       

 

（２）受注者の責めに帰さないやり直し工事を依頼する場合は、契約変更が必要 

 

 受注者の責めに帰すべき事由がないのに、工事の施工途中又は施工後におい

て、発注者が受注者に対して工事のやり直しを依頼する場合にあっては、発注

者は速やかに受注者と十分に協議した上で契約変更を行う必要があり、発注者

がこのような契約変更を行わず、当該やり直し工事を受注者に施工させた場合

には、建設業法第１９条第２項に違反する（１２ページ「２－２ 追加工事等

に伴う追加・変更契約」参照）。 

 

 

（３）やり直し工事の費用を受注者に一方的に負担させることは、不当に低い請負 

    代金の禁止に違反するおそれ 

 発注者の責めに帰すべき事由によりやり直し工事が必要になった場合に、発

注者がやり直し工事に係る費用を一方的に受注者に負担させることによって、

請負代金の額が当初契約工事及びやり直し工事を施工するために「通常必要と

認められる原価」（１６ページ「３．不当に低い発注金額」参照）に満たない

金額となるときには、発注者と受注者との間の取引依存度等によっては、建設

業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。 
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（４）受注者の責めに帰すべき事由がある場合とは、施工内容が契約書面に明示さ

れた内容と異なる場合や施工に瑕疵等がある場合 

 

 受注者の責めに帰すべき事由があるため、受注者に全ての費用を負担させ、

工事のやり直しを求めることができるケースとしては、施工が契約書面に明示

された内容と異なる場合や施工に瑕疵等がある場合などが考えられる。 

次のような場合には、施工が契約書面と異なり、又は瑕疵等があるとは認め

られず、発注者の責めに帰すべき事由がある場合に該当する。 

 

 ア 受注者から施工内容等を明確にするよう求めがあったにもかかわらず、

発注者が正当な理由なく明確にせず、受注者に継続して作業を行わせた

ことにより、施工が発注者の意図と異なることとなった場合 

 

 イ 発注者の指示、あるいは了承した施工内容に基づき施工した場合におい

て、工事の内容が契約内容と異なる場合 

 

 なお、天災等により工事目的物が滅失し、工事の手戻り等が生じる場合があ

るが、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことができない不可抗力による損

害の負担者については、民間約款等において、協議により重大と認めるものは

発注者がこれを負担すると規定されている。 
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